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１ ガイダンスの趣旨 

  択一式対策講座【実践編】・記述式対策講座の概要の説明とこれらの講座の体験 

 

２ 合格に必要な事項 

 

 (1) 択一式問題 

   ① 過去問演習・分析に基づく既出・未出の知識 

   ② 合理的な解法 

 

 (2) 記述式問題 

   ① 実体法・手続法の知識 

   ② 申請情報(書)例 

   ③ 合理的な解法 

 

３ 択一式対策講座【実践編】 

 

 (1) 内 容 

    上記２(1)①②の実践 

 

 (2) 実 績 

    後記  2015 年合格目標 択一式対策講座【実践編】ズバリ的中表  参照 

 

 (3) 体 験 
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【択一式問題の解法(総論)】 

 

１ 前 提 

  合理的な解法は，組合せ問題で使用する。 

 

[近年の組合せ問題の出題実績]  

 平成 27 年度 平成 26 年度 平成 25 年度 平成 24 年度 平成 23 年度 

午前の部(35 問) 33 問 29 問 30 問 27 問 31 問 

午後の部(35 問) 29 問 28 問 28 問 29 問 31 問 

 

２ 合理的な解法 

 (1)  定 義 

    合理的な解法とは，ある設問の判断をした場合に，他の設問の判断ではなく，選択肢を検討

し，これを正解が出るまで繰り返すものである。 

 

 (2)  優先的に検討する設問の決定 

    ある問題を解く場合には，以下の３個の基準を総合的に考慮して，優先的に検討する設問を

決定し，その正誤を軸として，選択肢を検討することになる。 

 

① 設問の文章が短いこと 

② 過去に出題されたことがあること 

③ 設問の難易度が低いこと 
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【消滅会社等における新株予約権買取請求】 

 

① 新株予約権の消滅の有無 

 

存続会社等・設立会社 

株式会社 持分会社 

消滅の有無 再編時の対価 消滅の有無 再編時の対価 

合  併 
必要的消滅 

(750Ⅳ，754Ⅳ) 

金銭・新株予約権 

(749Ⅰ④，753Ⅰ⑩) 

必要的消滅 

(752Ⅴ，756Ⅳ) 

金銭 

(751Ⅰ⑤，755Ⅰ⑧) 

会社分割 
任意的消滅 

(759Ⅴ，764Ⅶ) 

新株予約権 

(758⑤，763⑩) 

非消滅 

(761，766 参) 
－ 

株式交換 

株式移転 

任意的消滅 

(769Ⅳ，774Ⅳ) 

新株予約権 

(768Ⅰ③，773Ⅰ⑨) 

非消滅 

(771 参) 
－ 

 

NO.1 ［H24-34-ｱ］ 

□ 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは，吸収合併存続株式会社は，吸収合併

に際して，当該新株予約権の新株予約権者に対し，当該新株予約権に代えて，当該吸収合併存続株

式会社の株式を交付することはできない。 

【解答】 ○(749Ⅰ④) 

 

NO.2  

□ 吸収分割，新設分割，株式交換又は株式移転においては，組織再編行為に係る契約又は計画にお

いて，新株予約権に対して金銭を交付する旨を定めることはできない。 

【解答】 ○ 吸収分割，新設分割，株式交換又は株式移転においては，組織再編行為に係る契約又

は計画において，新株予約権に対して金銭を交付する旨を定めることはできない（論点解説 p684）。 
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② 新株予約権買取請求 

 ①発行時の定め ※１ ②再編時の対価 ①②の整合 新株予約権買取請求権 

合  併 

有(236Ⅰ⑧ｲ) 

金銭 ※２ － 有(787Ⅰ①，808Ⅰ①) 

新株予約権 
整合 無 

不整合 有(787Ⅰ①，808Ⅰ①) 

無 
金銭 ※２ － 有(787Ⅰ①，808Ⅰ①) 

新株予約権 － 有(787Ⅰ①，808Ⅰ①) 

会社分割 

有(236Ⅰ⑧ﾛﾊ) 
新株予約権 ※３ 

整合 無 

不整合 有(787Ⅰ②ｲ，808Ⅰ②ｲ) 

(不消滅) － 有(787Ⅰ②ﾛ，808Ⅰ②ﾛ) 

無 
新株予約権 ※３ － 有(787Ⅰ②ｲ，808Ⅰ②ｲ) 

(不消滅) － 無 

株式交換 

株式移転 

有(236Ⅰ⑧ﾆﾎ) 
新株予約権 ※４ 

整合 無 

不整合 有(787Ⅰ③ｲ，808Ⅰ③ｲ) 

(不消滅) － 有(787Ⅰ③ﾛ，808Ⅰ③ﾛ) 

無 
新株予約権 ※４ － 有(787Ⅰ③ｲ，808Ⅰ③ｲ) 

(不消滅) － 無 

※１ 発行時の定めとは，存続会社等の新株予約権を交付する旨の定めをいうため，金銭を交付する旨の定めや

新株予約権を交付しない旨の定めは，発行時の定めとはいえない。 

※２ 対価である金銭の額を零円と定めることもできる。 

※３ 対価は承継会社の新株予約権に限られるため，承継会社又は設立会社が持分会社であるときは，新株予約

権買取請求は認められない（787Ⅰ②括弧，808Ⅰ②括弧）。なお，対価として承継会社の新株予約権が交付さ

れる分割会社の新株予約権を吸収分割契約新株予約権といい（758⑤ｲ），対価として設立会社の新株予約権が

交付される分割会社の新株予約権を新設分割計画新株予約権という（763⑩ｲ）。 

※４ 対価は完全親会社の新株予約権に限られるため，完全親会社が合同会社であるときは，新株予約権買取請

求は認められない（787Ⅰ③括弧）。なお，対価として親会社の新株予約権が交付される子会社の新株予約権

を株式交換契約新株予約権といい（768Ⅰ④ｲ），対価として設立親会社の新株予約権が交付される子会社の新

株予約権を株式移転計画新株予約権という（773Ⅰ⑨ｲ）。 
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NO.3  

□ 消滅会社の新株予約権に対して交付する新株予約権の対価を零と定めることは許されない。 

【解答】 ×（計算詳解 p371） 

 

NO.4  

□ 新株予約権の内容として，合併に際して存続会社の新株予約権を交付する旨の定めがある場合，

当該定めにより当然に存続会社の新株予約権が交付されることになる。 

【解答】 × 合併契約の内容に従うことになる。したがって，この 236 条１項８号の定めは，合併

契約において同一の条件による存続会社の新株予約権の交付に係る条項が定められた場合に，新株予

約権買取請求権を与えないこととする意義を有するにとどまる（236Ⅰ⑧，787Ⅰ①）。 

 

NO.5 ［H19-35-ｱ］ 

□ 吸収合併をする場合において，吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは，当該新株

予約権に係るすべての新株予約権者が当該新株予約権の買取請求をすることができる。 

【解答】 ×(787Ⅰ①) 

 

NO.6 ［H22-33-ｳ］ 

□ 吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に金銭を交付することとされた場合，当該新

株予約権者は，当該吸収合併消滅株式会社に対し，その新株予約権を公正な価格で買い取ることを

請求することができる。 

【解答】 ○(787Ⅰ①) 

 

NO.7   

□ 吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は，当該吸収分割株式会社に対し，その新株予約

権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 

【解答】 ×(787Ⅰ②) 
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NO.8  

□ 吸収分割をする場合において，吸収分割会社が新株予約権を発行しているときは，吸収分割契約

新株予約権の新株予約権者のうち新株予約権の内容に関する会社法第 236 条第１項第８号ロの定

めがないのに吸収分割承継会社の新株予約権を交付されることとされた新株予約権者に限り，当該

新株予約権の買取請求をすることができる。 

【解答】 ×(787Ⅰ②) 

 

NO.9 ［H22-33-ｴ］ 

□ 吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者は，当該吸収分割承継株式会社に対し，その

新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 

【解答】 × 会社法上，吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者が当該吸収分割承継株

式会社に対しその新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができるとする旨の規定

は存在しない。 

 

NO.10 ［H22-33-ｵ］ 

□ 新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は，その新株予約権の内容として，新設分割をす

る場合に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付する旨及びその条件が定められたにもかかわ

らず，新設分割計画において新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受けないこととされたと

きは，当該新設分割設立株式会社に対し，その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求する

ことができる。 

【解答】 × 新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者が，自己の有する新株予約権を公正な

価格で買い取ることを請求するのは，当該新設分割株式会社であって，新設分割設立株式会社ではな

い（808Ⅰ②ロ）。 
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４ 記述式対策講座 

 

 (1) 内 容 

    上記２(2)①②③の実践 

 

 (2) 体 験 
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【記述式問題の解法(総論)】 

 

１ 記述式問題の解答時間 

  合理的な解法による択一式問題の解答時間の短縮 

 

２ 出題形式の変化 

 (1)  現場対応 

    平成24年度・平成27年度の言い分方式による事実関係の提示，平成25年度から平成27年度ま

での添付情報の記載方法 等 

 (2)  定型的処理 

   ① 不動産登記法 

     依頼→問い→注意事項→不動産情報→登記原因情報(事実関係・別紙) 

   ② 商業登記法 

     依頼→問い→注意事項→申請会社情報→聴取記録→登記原因情報(別紙) 

 

３ 処理手順 

  上記２(2)参照 

 

４ 論点検討作業の答案作成作業の分化 

 (1)  論点検討作業－論点喚起と検証 

 (2)  答案作成作業－収集と表現 
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【ＭＥＭＯ】 
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【平成11年度の不動産登記法の記述式問題】 

 

 甲土地及び乙土地の登記記録に，いずれも次のような記録（登記事項一部省略）がされている。司

法書士遠藤太郎は，後記の事実関係によって生ずる権利の変動につき，甲土地に関し必要なすべての

登記の申請の依頼を受けた。なお，登記の申請日は，平成 28 年７月１日とする。 

 事実関係の発生の順序及び登記を申請すべき順序に従い，かつ，申請すべき登記はすべて申請する

ものとして，最初に申請すべき登記の申請情報の内容のうち，登記の目的，登記原因及びその日付，

添付情報並びに登録免許税を答案用紙１の該当部分に記載するとともに，それ以外に申請すべき登記

について，登記の目的，登記原因及びその日付を同用紙２の該当部分に記載しなさい。 

 また，後記の事実関係のうち，登記を申請することができないものがある場合には，同用紙３の該

当部分に，その事実関係をすべて後記アからエまでの記号で特定した上，申請することができない理

由を簡潔な文章で記載しなさい。登記を申請することができない事実関係がない場合には，同用紙３

の「申請することができない理由」欄に，「ない」と記載しなさい。 

 

（登記記録の記録） 

 甲土地及び乙土地（内容は，同一である。） 

 表題部 （省略） 

 権利部 

  甲区 

   １番 （省略） 

   ２番 所有権移転 

      平成 13 年２月 18 日受付第 521 号 

      原 因 平成 13 年２月 18 日売買 

      共有者 持分４分の３ Ａ有限会社 

            ４分の１ Ｂ 

 

  乙区 

   １番 根抵当権設定 

      平成 25 年３月 10 日受付第 1002 号 

      原 因 平成 25 年３月 10 日設定 

      極度額 金 2,000 万円 

      債務者 Ａ有限会社 
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      根抵当権者 Ｃ銀行 

   ２番 抵当権設定 

      平成 26 年５月１日受付第 2500 号 

      原 因 平成 26 年５月１日金銭消費貸借同日設定 

      債務者 Ａ有限会社 

      抵当権者 Ｄ株式会社 

 

ア Ａ有限会社とＢ（Ａ有限会社の代表取締役）との間において，平成 28 年４月１日，共有物分割

の協議が成立し，甲土地はＡ有限会社が，乙土地はＢが，それぞれ単独で取得することとなった。 

イ Ｂは，平成 28 年５月１日に死亡したが，その後，「①Ｅの子Ｆ（平成 11 年２月 16 日生）を認知

する。②甲土地及び乙土地のＢ持分全部をＦに相続させる。③遺言執行者はＥとする。」旨の平成

25 年５月１日付けの公正証書遺言を遺していたことが判明した。 

ウ Ａ有限会社とＤ株式会社（代表取締役Ｈ）は，平成 27 年 11 月２日，吸収合併契約書に調印し，

平成 27 年 11 月 25 日，両社とも，その株主総会において，吸収合併の効力発生日を平成 28 年６月

10 日とする吸収合併契約の承認決議をした。そして，吸収合併存続株式会社であるＤ株式会社は，

平成 28 年６月 10 日に吸収合併による変更の登記を申請し，その旨の登記を完了した。 

エ 平成 28 年６月 21 日，Ｄ株式会社は，Ｃ銀行に対し，債務者Ａ有限会社との合併を理由として，

乙区１番根抵当権の元本の確定及び極度額を現存債務額とそれに対する利息・損害金に減額すべき

ことを請求した。 

 

(注) １ 法律行為はすべて有効に成立し，その登記の申請情報と併せて提供する添付情報はすべて

調えられているものとする。 

   ２ 添付情報のうち，登記原因証明情報及び会社法人等番号を除くすべての書類につき，その

１通ごとにその文書を特定する表示を記載し，登記識別情報を提供すべきときは順位番号も

記載する。 

   ３ 訂正，加入又は削除をしたときは，押印や字数を記載することを要しない。 

   ４ 甲土地の課税標準価額は，金4,000万円とする。 
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（答案用紙） 

 

１ 最初に申請すべき登記の申請情報 

 

登記の目的 

 

登記原因及 

びその日付 

 

添 付 情 報 

 

登録免許税 

 

 

  

金          円 
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２ １の登記以外に申請すべき登記の申請情報 

 

登記の目的 登記原因及びその日付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 申請することができない事実関係の記号及びその理由 

 

記号 申請することができない理由 
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（解答例） 

 

 

登記の目的 

 

登記原因及 

びその日付 

 

添 付 情 報 

 

登録免許税 

 

＊ 「Ｄ株式会社の代表者の資格を証する登記事項証明書」と「Ａ有限会社がＤ株式会社に合併され

たことを証するＤ株式会社の登記事項証明書」に代えて，Ｄ株式会社の会社法人等番号を，「Ａ有

限会社の本店を証する登記事項証明書」に代えて，Ａ有限会社の会社法人等番号を提供する。 

  

Ｂ持分全部移転 

平成 28 年４月１日共有物分割 

甲区２番の登記識別情報 

登記原因証明情報 

会社法人等番号 ＊ 

Ｄ株式会社の代表者の委任状 

Ｂの相続人全員の委任状（相続人のうち未成年者については，そ

の親権者の親権を証する戸籍全部事項証明書及び親権者からの委

任状） 

Ｂの相続人全員の印鑑証明書（相続人のうち未成年者については，

親権者の印鑑証明書） 

Ｂの戸籍謄本等及びＢの相続人全員の戸籍個人事項証明書 

Ａ有限会社の株主総会の議事録 

金    20 万    円 
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２ １の登記以外に申請すべき登記の申請情報 

 

登記の目的 登記原因及びその日付 

所有権移転 

 

１番根抵当権変更 

 

２番抵当権抹消 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年６月10日合併 

 

平成28年６月10日合併 

 

平成28年６月10日混同 

 

３ 申請することができない事実関係の記号及びその理由 

 

記号 申請することができない理由 

イ 

 

 

エ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｂは，甲土地の持分をＦに相続させるという遺言と抵触する共有物分割の

協議をしたため，その遺言は撤回したものとみなされるから。 

 

 根抵当権の債務者である根抵当権設定者は，債務者の合併を理由として元

本の確定を請求することができないから。また，元本の確定した後でなけれ

ば，根抵当権の極度額の減額請求をすることができないから。 
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【実践編で出題される論点別問題】  

 

[Ｎｏ．１４－３] 

 

問題の類型 混合型 

不動産の課税標準の額 甲土地１億円 

 

【事実関係】 

 １ 平成 28 年２月１日，株式会社ＡＢＣ食堂（別紙２）といろはレストラン株式会社（別紙３）

との間で，吸収分割が行われた。この吸収分割は，いろはレストラン株式会社のレストラン部門

を株式会社ＡＢＣ食堂に承継させるものであり，別紙１の土地（以下「甲土地」という。）の所

有権，平成 26 年２月 10 日金銭消費貸借に係る債務は，分割して承継された権利義務に含まれて

いる。当該吸収分割における吸収分割契約書は，登記原因証明情報として適法に作成されている。 

 ２ 平成 28 年６月１日，株式会社ＡＢＣ食堂は，甲土地の抵当権者である株式会社青山銀行（別

紙５）に対し，抵当権の被担保債務，その利息及び遅延損害金の合計額の全額を支払い，株式会

社青山銀行は，株式会社ＡＢＣ食堂に対し，債務弁済証書（別紙６）を交付した。 
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(別紙 1) 

 
表題部(土地の表示) 調製 平成 4年 9月 22日 不動産番号 0 2 0 5 5 5 5 2 9 9 9 9 9 

地図番号  余白 筆界特定 余白 

所在 中央区銀座一丁目  余白 

① 地 番 ② 地 目 ③ 地 積   ㎡ 原因及びその日付[登記の日付] 

5 番の 2 宅地      200 20 ①③5番から分筆[平成 3年 5月 7日] 

 余白  余白  余白  昭和 63 年法務省令第 37 号附則第 2 条第 2 項の規定に

より移記  

平成 4年 9月 22 日 

 

権 利 部( 甲 区 ) ( 所 有 権 に 関 す る 事 項 ) 

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項 

1 所有権移転 昭和 63 年 2月 21 日 

第 12222 号 

原因 昭和 62 年 12月 24 日相続 

所有者 東京都中央区銀座一丁目 3番 3号 

 田中一郎 

  余白  余白 昭和 63 年法務省令第 37 号附則第 2 条第 2 項の

規定により移記 

平成 4年 9月 22 日 

2 所有権移転 平成 24 年 12月 1日 

第 65432 号 

原因 平成 24 年 12月 1日売買 

所有者 東京都中央区人形町一丁目 1番 1号 

 いろはレストラン株式会社 

 

権 利 部( 乙 区 ) ( 所 有 権 以 外 の権 利 に 関 す る 事 項 ) 

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項 

1 根抵当権設定 平成 24 年 12月 1日 

第 65433 号 

原因 平成 24 年 12月 1日設定 

極度額 金 5,000 万円 

債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権 

債務者 東京都中央区人形町一丁目 1番 1号 

 いろはレストラン株式会社 

根抵当権者 東京都中央区京橋一丁目 1番 1号 

 あいうＸＹＺ銀行株式会社 

2 抵当権設定 平成 26 年 2月 10 日 

第 12225 号 

原因 平成 26年 2月 10 日金銭消費貸借同時設定  

債権額 金 3,000 万円 

利息 年 5％（年 365 日日割計算） 

損害金 年 14.5％（年 365 日日割計算） 

債務者 東京都中央区人形町一丁目 1番 1号 

 いろはレストラン株式会社 

抵当権者 名古屋市中区光栄三丁目 5番 8号 

 株式会社青山銀行 

 
  これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。 
 
  平成 28 年 6月 15 日 
  東京法務局                  登記官     木 村 正 印 
 
  ＊ 下線のあるものは抹消事項であることを示す。 
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(別紙２) 

 

履歴事項一部証明書(抜粋) 

 

商号 株式会社ＡＢＣ食堂 

本店 横浜市戸塚区戸塚町一丁目 100 番地 

公告をする方法 官報に掲載してする 

会社成立の年月日 平成 27 年 10 月 1 日 

役員に関する事項 東京都中央区銀座一丁目 3番 3号 

        代表取締役 田中二郎 

会社分割 平成 28年 2月 1日東京都中央区人形町一丁目１番１号いろはレストラン

株式会社から分割 

平成 28 年 2月 1日登記 

取締役会設置会社に関


する事項 

取締役会設置会社 

監査役設置会社に関す


る事項 

監査役設置会社 

 

 これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明した書面

である。 

 

  平成 28 年 6月 15 日 

  横浜地方法務局 

  登記官                 戸塚 太郎 印 

 

 ＊ 下線のあるものは抹消事項であることを示す。 
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(別紙３) 

 

履歴事項一部証明書(抜粋) 

 

商号 いろはレストラン株式会社 

本店 東京都中央区人形町一丁目 1番 1号 

公告をする方法 官報に掲載してする 

会社成立の年月日 昭和 60 年 5月 9日 

役員に関する事項 東京都千代田区内神田一丁目１番１号 

      代表取締役 鈴木五郎 

平成 27 年 12 月 15 日就任 

平成 27 年 12 月 20 日登記 

会社分割 平成 28年 2月 1日横浜市戸塚区戸塚町一丁目 100番地株式会社ＡＢＣ食

堂に分割 

平成 28 年 2月 3日登記 

取締役会設置会社に関


する事項 

取締役会設置会社 

平成 17 年法律第 87 号第 136 条の規定 

により平成 18 年 5月 1日登記 

監査役設置会社に関す


る事項 

監査役設置会社 

平成 17 年法律第 87 号第 136 条の規定 

により平成 18年 5月 1日登記 

 

 これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明した書面

である。 

 

  平成 28 年 6月 15 日 

  東京法務局 

  登記官                 東京 太郎 印 

 

 ＊ 下線のあるものは抹消事項であることを示す。 
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(別紙４) 

 

代表者事項証明書 

 

    商 号   あいうＸＹＺ銀行株式会社 

 

    本 店   東京都中央区京橋一丁目１番１号 

 

    代表者の資格，氏名及び住所 

 

           東京都千代田区大手町一丁目１番１号 

           代表取締役 佐藤 太郎 

 

         以下余白 

 

 

 

    これは上記の者の代表権に関して登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部で

あることを証明した書面である。 

 

 

           平成 28 年 6月 15 日 

      東京法務局 

                             登記官 東 京 太 郎 印 
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(別紙５) 

 

代表者事項証明書 

 

    商 号   株式会社青山銀行 

 

    本 店   名古屋市中区光栄三丁目５番８号 

 

    代表者の資格，氏名及び住所 

 

           東京都渋谷区麻布六丁目 85 番６号 

           代表取締役 渡辺 政彦 

 

         以下余白 

 

 

 

    これは上記の者の代表権に関して登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部で

あることを証明した書面である。 

 

 

           平成 28 年 6月 15 日 

      名古屋法務局 

                             登記官 金 子 泰 巳 印 
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(別紙６) 

債務弁済証書 

 

                                    平成 28 年６月１日 

株式会社ＡＢＣ食堂  殿 

 

                            名古屋市中区光栄三丁目５番８号 

                           株式会社  青 山 銀 行 

                           代表取締役 渡 辺 政 彦  ㊞ 

 

 

 当社は，本日，下記不動産に設定された下記抵当権の被担保債権(いろはレストラン株式会社に対

する平成 26 年２月 10 日付金銭消費貸借契約による賃付金残金，当初債権額金 3,000 万円)，利息及

び遅延損害金につき，その全額金 1,200 万円の弁済を受けました。 

記 

不動産の表示 

 中央区銀座一丁目５番の２ 宅地 200.20 ㎡ 

抵当権の表示 

 平成 26 年２月 10 日東京法務局受付第 12225 号 
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[Ｎｏ．１４－３] 

 

（ １ ／   ） 

登 記 の 目 的  
 

 

登記原因及びその日付 
 

 

申請人の氏名又は名称 

 

 

 

 

添 付 情 報 の 表 示 

登記原因証明情報(要・不要) 

(                               ) 

登記識別情報(要・不要) 

(                               ) 

登記済証(要・不要) 

(                               ) 

印鑑証明情報(要・不要) 

(                               ) 

住所証明情報(要・不要) 

(                               ) 

資格証明情報(要・不要) 

(                               ) 

代理権限証明情報(要・不要) 

(                               ) 

その他 

(                               ) 

(                               ) 

(                               ) 

登 録 免 許 税 額  
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（ ２ ／   ） 

登 記 の 目 的  
 

 

登記原因及びその日付 
 

 

申請人の氏名又は名称 

 

 

 

 

添 付 情 報 の 表 示 

登記原因証明情報(要・不要) 

(                               ) 

登記識別情報(要・不要) 

(                               ) 

登記済証(要・不要) 

(                               ) 

印鑑証明情報(要・不要) 

(                               ) 

住所証明情報(要・不要) 

(                               ) 

資格証明情報(要・不要) 

(                               ) 

代理権限証明情報(要・不要) 

(                               ) 

その他 

(                               ) 

(                               ) 

(                               ) 

登 録 免 許 税 額  
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（ ３ ／   ） 

登 記 の 目 的  
 

 

登記原因及びその日付 
 

 

申請人の氏名又は名称 

 

 

 

 

添 付 情 報 の 表 示 

登記原因証明情報(要・不要) 

(                               ) 

登記識別情報(要・不要) 

(                               ) 

登記済証(要・不要) 

(                               ) 

印鑑証明情報(要・不要) 

(                               ) 

住所証明情報(要・不要) 

(                               ) 

資格証明情報(要・不要) 

(                               ) 

代理権限証明情報(要・不要) 

(                               ) 

その他 

(                               ) 

(                               ) 

(                               ) 

登 録 免 許 税 額  
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[Ｎｏ．１４－３] 

 

論 点 
会社分割を原因とする所有権の移転の登記，会社分割を原因とする根抵当権の変更

の登記 

 

POINT 

① 所有権の登記名義人を分割会社とする吸収分割又は新設分割があった場合には，分割契約又は

分割計画に従い，分割会社から承継会社又は設立会社に対する会社分割を原因とする所有権の移

転の登記を申請する。登記原因の日付は，吸収分割の場合には分割契約書において定められた効

力発生日であり，新設分割の場合には設立会社の本店の所在地における設立の登記の日である

（平18.3.29 民二755 号）。 

  この登記は，分割会社を登記義務者とし，承継会社又は設立会社を登記権利者として共同で申

請しなければならない（平 13.3.30 民三 867 号）。 

  この登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報（法61 条，令別表30 添付情報欄イ）

は，吸収分割の場合には分割契約書及び会社分割の記載のある承継会社の登記事項証明書であ

り，新設分割の場合には分割計画書及び会社分割の記載のある設立会社の登記事項証明書である

（平18.3.29 民二755 号）。 

② 抵当権の債務者を分割会社とする吸収分割又は新設分割があった場合には，分割契約又は分割

計画に従い，会社分割を原因とする抵当権の変更の登記を申請する。もっとも，当該抵当権の登

記の抹消を申請する場合には，その前提として，当該変更の登記を申請することを要しない。 

③ 元本の確定前に債務者を分割会社とする会社分割があった場合には，当該根抵当権は，法律上

当然に，分割会社と承継会社又は設立会社を債務者とする共用根抵当権になるものとされている

ため（民法398 条の10 第２項），分割契約又は分割計画において当該根抵当権の債務者につい

て上記と異なる定めがされている場合であっても，会社分割を原因とする根抵当権の変更の登記

を申請しなければならない（平13.3.30 民三867 号）。 
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（ １ ／ ３ ） 

登 記 の 目 的  所有権移転 

登記原因及びその日付 平成 28 年２月１日会社分割 

申請人の氏名又は名称 
権利者 株式会社ＡＢＣ食堂 

義務者 いろはレストラン株式会社 

添 付 情 報 の 表 示 

登記原因証明情報(要・不要)(別紙２，吸収分割契約書    ) ※１ 

登記識別情報(要・不要)(いろはレストラン株式会社       ) 

登記済証(要・不要)(                     ) 

印鑑証明情報(要・不要)(いろはレストラン株式会社の代表者鈴木五郎) 

住所証明情報(要・不要)(                 ) ※２ 

資格証明情報(要・不要)(                   ) 

代理権限証明情報(要・不要)(株式会社ＡＢＣ食堂の代表者田中二郎，

いろはレストラン株式会社の代表者鈴木五郎) 

その他 

(会社法人等番号（株式会社ＡＢＣ食堂，いろはレストラン株式会社）) 

登 録 免 許 税 額  金 200 万円 

※１ 会社分割による権利の移転の登記を申請する場合において提供すべき吸収分割承継会社又は新設分割設立

会社の登記事項証明書（平 18.3.29 民二 755 号）など，登記原因証明情報の一部として登記事項証明書の提

供が必要とされている場合においても，これらの会社の会社法人等番号を提供したときは，登記事項証明書

の提供に代えることができる（平 27.10.23 民二 512 号）。 

※２ 会社法人等番号を提供するため，住所証明情報の提供を要しない（不登規 36 条４項本文）。なお，添付情

報欄には，「住所証明情報」と記載しなければならない。 
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（ ２ ／ ３ ） 

登 記 の 目 的  １番根抵当権変更 

登記原因及びその日付 平成 28 年２月１日会社分割 

申請人の氏名又は名称 
権利者 あいうＸＹＺ銀行株式会社 

義務者 株式会社ＡＢＣ食堂 

添 付 情 報 の 表 示 

登記原因証明情報(要・不要)(別紙２             ) ※ 

登記識別情報(要・不要)(株式会社ＡＢＣ食堂          ) 

登記済証(要・不要)(                     ) 

印鑑証明情報(要・不要)(株式会社ＡＢＣ食堂の代表者田中二郎  ) 

住所証明情報(要・不要)(                   ) 

資格証明情報(要・不要)(                   ) 

代理権限証明情報(要・不要)(あいうＸＹＺ銀行株式会社の代表者佐藤

太郎，株式会社ＡＢＣ食堂の代表者田中二郎) 

その他 

(会社法人等番号（あいうＸＹＺ銀行株式会社，株式会社ＡＢＣ食堂）) 

登 録 免 許 税 額  金 1,000 円 

※ 会社分割による権利の移転の登記を申請する場合において提供すべき吸収分割承継会社又は新設分割設立会

社の登記事項証明書（平 18.3.29 民二 755 号）など，登記原因証明情報の一部として登記事項証明書の提供が

必要とされている場合においても，これらの会社の会社法人等番号を提供したときは，登記事項証明書の提供

に代えることができる（平 27.10.23 民二 512 号）。 
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（ ３ ／ ３ ） 

登 記 の 目 的  ２番抵当権抹消 

登記原因及びその日付 平成 28 年６月１日弁済 

申請人の氏名又は名称 
権利者 株式会社ＡＢＣ食堂 

義務者 株式会社青山銀行 

添 付 情 報 の 表 示 

登記原因証明情報(要・不要)(別紙２，吸収分割契約書，別紙６   ) 

登記識別情報(要・不要)(株式会社青山銀行           ) 

登記済証(要・不要)(                     ) 

印鑑証明情報(要・不要)(                   ) 

住所証明情報(要・不要)(                   ) 

資格証明情報(要・不要)(                   ) 

代理権限証明情報(要・不要)(株式会社ＡＢＣ食堂の代表者田中二郎，

株式会社青山銀行の代表者渡辺政彦) 

その他 

(会社法人等番号（株式会社ＡＢＣ食堂，株式会社青山銀行）    ) 

登 録 免 許 税 額  金 1,000 円 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

【ＭＥＭＯ】 
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第８問  民 3-p165 表 民 2-No.165 民 2-No.89 民 2-No.151 

第９問 民 2-No.136 民 2-p117 表 民 2-p101 表 民 2-No.128 民 2-No.121 

第10問 民 2-No.202 民 2-No.196 民 2-No.214 民 2-No.226 民 2-p135 表 

第11問 民 2-p147 表 民 2-No.249 民 2-No.253 民 2-No.251 民 2-No.259 

第12問 民 3-No.19 民 3-No.15 民 3-No.28 民 3-No.23 民 3-No.36 

第13問 民 3-No.79 民 3-p83 表  民 3-No.105 民 3-p83 表 

第14問  民 3-p156 表 民 3-No.258 民 3-p152 表 民 3-No.260 

第15問 民 3-No.267-2   民 3-No.278 不登 2-No.222-2 

第16問 民 4-総 No.2 民 4-総 No.4 民 4-総 No.5 民 4-総 No.3 民 4-総 No.1 

第17問 民 4-総 No.116 民 4-総 No.108 民 4-総 No.119 民 4-総 No.125 民 4-p114 表 

第18問 民 4-総 No.182 民 4-総 No.48 民 4-総 No.197 民 4-総 No.84 民 4-p148 表 

第19問 民 4-各 No.64 民 4-総 No.8   民 4-p178 表 

第20問 民 5-親 No.90 民 5-親 No.70 民 5-親 No.77 民 5-親 No.67 民 5-p77 表 

第21問 民 1-No.13 民 5-親 No.170    

第22問 民 5-相 No.14 民 5-相 No.15 民 5-相 No.23 民 5-p137 表 民 5-p164 表 

第23問 民 4-総 No.91 民 5-相 No.60 民 4-総 No.58 民 5-相 No.72 民 5-相 No.66 

第24問 

刑 法 

憲･刑 3-No.54 憲･刑 3-No.53 憲･刑 3-p100 表 憲･刑 3-No.190 憲･刑 3-p73 表 

第25問 憲･刑 3-No.114 憲･刑 3-No.117    

第26問 憲･刑 3-No.239 憲･刑 3-p160 表  憲･刑 3-No.236 憲･刑 3-p160 表 

第27問 

会社法 

商 法 

会･商登 1-p80 表 会･商登 1-p102 表 会･商登 1-No.63 会･商登 4-No.23 会･商登 4-p62 表 

第28問 会･商登 1-p165 表 会･商登 1-p165 表 会･商登 1-No.190  会･商登 1-p91 表 

第29問 会･商登 1-No.160 会･商登 2-No.3 会･商登 2-No.8 会･商登 2-p82 会･商登 2-p82 

第30問 会･商登 2-No.144 会･商登 2-p237 会･商登 2-p99 表 会･商登 2-p161 表 会･商登 2-p136 表 

第31問 会･商登 2-p299 表 会･商登 2-p301 表 会･商登 2-p303 表 会･商登 2-p299 表 会･商登 2-p299 表 

第32問 会･商登 3-p65 表 会･商登 3-p70 表 会･商登 3-p72 表 会･商登 3-p76 表 会･商登 3-p100 表 

第33問  会･商登 3-p135 表  会･商登 3-p135 表 会･商登 3-p133 表 

第34問 会･商登 3-p152 表 会･商登 3-p165 表 会･商登 1-p217 表 会･商登 3-No.196 会･商登 3-p149 表 

第35問 会･商登 4-p201 表 民 4-総 No.110   会･商登 2-p179 表 

※ 空欄に語句を挿入する問題である第３問は，ア～オではなく，①～⑥であるため，以下に示す。 

第２問 憲 法 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

憲･刑 2-p232 憲･刑 2-p232   憲･刑 2-p232 憲･刑 2-p93 

 

  



２ 午後の部 

 
設 問 ※ 

ア イ ウ エ オ 

第１問 

民訴法 

民訴等 1-p178 表 民訴等 1-No.32 民訴等 1-No.37 民訴等 1-No.29 民訴等 1-p102 表 

第２問 民訴等 1-No.101 民訴等 1-No.105 民訴等 1-No.107 民訴等 1-No.110 民訴等 1-p125 表 

第３問   民訴等 1-No.597 民訴等 1-No.263 民訴等 1-No.274 

第４問 民訴等 1-No.28 民訴等 1-No.419 民訴等 1-p210 表  民訴等 1-No.433 

第５問 民訴等 1-No.570 民訴等 1-No.584 民訴等 1-No.142  民訴等 1-No.585 

第６問 民保法 民訴等 3-No.73 民訴等 3-No.91 民訴等 3-No.80 民訴等 3-p51 表 民訴等 3-No.98 

第７問 民執法  民訴等 2-No.18 民訴等 2-No.22 民訴等 2-No.21 民訴等 2-p45 表 

第８問 司書法 供･書 3-No.90 供･書 3-No.55 供･書 3-No.68 供･書 3-No.102 供･書 3-p45 表 

第９問 

供託法 

供･書 1-No.31 供･書 1-No.27 供･書 1-No.33 供･書 1-No.34 供･書 1-No.39 

第10問 供･書 2-p77 表 供･書 2-No.146 供･書 2-No.133 供･書 2-p79 表 供･書 2-No.119 

第11問 供･書 2-No.96 供･書 2-No.91 供･書 2-No.93 供･書 2-No.93 供･書 2-No.163 

第12問 

不登法 

不登 5-No.95 不登 5-p95 表 不登 5-p95 表 不登 5-p95 表 不登 5-No.87 

第13問 不登 5-No.112  不登 5-p107 表 不登 5-No.116 不登 5-p77 表 

第14問 不登 1-p60 表   不登 2-p104 表  

第15問 不登 1-p119 表 不登 1-p128 表 不登 2-p62 表 不登 2-p91 表 不登 3-p45 表 

第16問 不登 1-p138 表    不登 1-No.229 

第17問 不登 5-p72 表     

第18問 不登 1-p138 表 不登 1-No.35 不登 1-No.252 不登 4-p155 表  

第19問 不登 4-No.105 不登 5-p65 表 不登 5-No.23 不登 5-No.19 不登 5-No.8 

第20問 不登 4-No.126  不登 1-No.196 不登 1-No.166 不登 1-No.251 

第21問 不登 4-No.306  不登 1-No.32  不登 1-No.246 

第22問 不登 2-No.16 不登 2-No.27 不登 2-No.26 不登 2-No.51 不登 2-No.60 

第23問 不登 2-p107 不登 3-p91 表 不登 2-No.209  不登 3-p83 表 

第24問  不登 4-No.65   不登 4-p68 表 

第25問 不登 1-No.71  不登 1-No.93  不登 1-p102 

第26問 不登 1-p94 表 不登 1-No.116 不登 1-p113 不登 1-p94 表 不登 1-p94 表 

第27問  不登 4-No.20 不登 4-No.1 不登 4-No.28 不登 4-p61 表 

第28問 

商登法 

会･商登 1-No.98 会･商登 1-No.110 会･商登 1-No.103 
会･商登 1-p82 表，

p117 表 

会･商登 1-p82 表，

p117 表 

第29問 会･商登 2-p210 図 会･商登 2-p236 表   会･商登 2-p214 表 

第30問 会･商登 1-p236 表 会･商登 1-p248 会･商登 1-No.327 会･商登 1-No.261 会･商登 1-No.308 

第31問 会･商登 2-p259 表，p267 表，p268 表 

第32問 会･商登 3-p61 表 会･商登 3-p121 表 会･商登 3-No.77 会･商登 3-No.38 会･商登 3-No.68 

第33問      

第34問 会･商登 2-p275，会・商登 4p100 

第35問      

※ 第 12 問及び第 34 問は，ア～オではなく，１～５である。 

 




